
      平成 27年度から「生活困窮者自立支援制度」が全国で実施されています。 

坂井市では、平成 28年度より市民福祉部内に福祉総合相談室を新設し、そこで取り

組んでいます。 

平成 29 年度からは、社協が受託し、福祉総合相談室の中で、相談支援員が困りごとの相談

に応じています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“坂井市社協は、あなたと一緒にあなたらしい幸せづくりを目指します。”  

坂井市社協事務局だより 
2018.7（第 86 号） 

発行：坂井市社会福祉協議会 

社協のＨＯＴな情報をお届けします！ 
 

むーぶ   
「生活困窮者自立支援制度」 

施行から 3年がたちました！ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

月 火 水 木 金 土 日 

7/16 17 18 19 20 21 22 
 地三）民福連絡会  地三)ボラ連 

市老）家庭相談員

研修会 

地坂）大関ふくし

の会ﾏｯﾌﾟづくり 

地丸)Ｖのつどい  

23 24 25 26 27 28 29 
地）法人後見支援

検討委員会 

市老）理事会 

希）放課後デイ夏

季長期休暇対応 

包）家族介護者教

室 

 

地丸)高椋中部ふく

しの会ﾏｯﾌﾟづくり 

地坂）兵庫ｷｯｽﾞ啓発

活動 

坂老）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大

会 

社協だより発行 法）市長への要望

書提出 

在）認知症研修 

地春）でんすけま

つり清掃 V 

 

30 31 8/1 2 3 4 5 
地丸）福祉委員会 法）月例監査 

市心）理事会 

地丸）のうねの郷協

ﾏｯﾌﾟづくり 

地）福祉委員幹事

会 

春老）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ

大会 

法）三役会  地坂）さかい

夏祭り参加 

6 7 8 9 10 11 12 
地）介サポ座談会

（春江・坂井） 

法）実習生受入 

地三）福祉委員会 

市身）ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会 

丸心）理事会 

地）生活支援員連絡

会 

地三）社協委員会 

地丸）せせらぎふく

しの会つどい、鳴鹿

まち協ﾏｯﾌﾟづくり 

市老）いきいき発

表会 

地）生福調査委員

会・たすけあい審

査会 

 法）古城まつ

り参加 

【 ふくしの動き 】 

【 社協の主な予定 】 

法）法人 地）地域福祉課 総）総務課 老）老人クラブ 身）障がい者福祉協会 心）心身障がい児（者）福祉協会   

在）在宅福祉課 希）三国希望園  包）坂井包括支援センター 三丸春坂）各支部 

生活困窮者自立支援制度とは？ 

 生活困窮者自立支援制度は、社会や経済状況の変化の中で、経済的に困窮する人や社会的に孤立

した状態に陥ることにより適切な支援等にたどり着くことができない人の増加を受け、これら生活

困窮者の社会参加と就労を通じて生活向上を図ることを支援する仕組みとして、平成 27年 4月から

実施された。生活困窮者に対し、福祉事務所設置自治体が窓口を設け、専門の担当者が一人ひとり

の支援計画を作成。就労支援や子どもの学習支援のほか、就職活動を条件に家賃を支給する仕組み

もある。事業の多くは任意で、自治体によって差がある。（※坂井市実施事業は、表頁参照のこと） 

支援対象となる生活困窮者とは、現時点では生活保護を受けていないが、生活保護を受けるに至

るおそれがある人で、自立が見込まれる人である。単に経済的な問題だけでなく、日常生活や社会

生活を送るうえで多様な問題を抱えた人を対象とする。従来の生活保護制度とは異なる対象者に対

して新たな支援体制を設けることにより、就労にかかわる課題や、心身の不調、家計や家族の問題

などについて、生活困窮者の課題を幅広く受け止める、第 2のセーフティネットとも言われる。 

 

法施行から 3 年がたち、今年 6 月に改正された。改正法では、新設された基本理念に「尊厳の保

持」「地域社会からの孤立」などが盛り込まれたほか、これまで任意事業であった 

就労準備支援事業や家計改善支援事業が努力義務化され、両事業と自立相談支援 

事業との一体的実施を促進するとともに、子どもの学習・生活支援事業や居住支 

援についても強化された。 


